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埼玉県立大学大学歌に関する規程 

 

平成２８年１１月１日 

規 程 第 １ ３ ５ 号 

           

（趣旨）   

第１条 この規程は、埼玉県立大学（以下「本学」という。）の大学歌について必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 本学大学歌は、別記のとおりとする。 

（学生・教職員の責務) 

第３条 本学の学生及び教職員は、本学大学歌が本学を象徴するものであることを認識し、

その使用に当たっては、その品位を損なわないように十分配慮しなければならない。 

（その他） 

第４条 この規程に定めるもののほか、本学大学歌に関し必要な事項は、別に定める。      

附 則 

 （施行期日） 

  この規程は、平成２８年１１月１日から施行する。 
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